
監査等の種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

港湾局 環境部 財政部
こども
未来部

総　合
政策部

市民部 保健部

豊　　田
総合支所

教　育
委員会

豊　　浦
総合支所

都　市
整備部

消防局
教　育
委員会

農林水産
振興部

選挙管理
委員会
事務局

豊　　北
総合支所

議　会
事務局

観光
スポーツ
文化部

監査委員
事務局

建設部

農業委員
会事務局

決算審査
（公営企業　

会計）

決算審査
（一般・特別

会計）

健全化判断
比率等審査 

例月現金
出納検査

財政援助
団 体 等
監　   査

行政監査

（注）　　１　計画外の監査等により、この計画を変更する場合があります。　　

　　　　　２　財政援助団体等監査及び行政監査の実施計画については、別途定めます。　　

令 和 ６ 年 度 年 間 監 査 計 画

定期監査

健全化判断比率・資金不足比率の審査

会計管理者及び企業管理者等の保管する現金等の出納検査を毎月実施

 出資法人等に係る監査

事務の執行に関する監査

公営企業会計決算（水道・工業用水道・公共下水道・病院・ボートレース事業会計）

一般・特別会計決算及び基金運用状況審査


